		（別紙）
学生林業現地授業実施委託業務
仕 様 書
１．事業名
学生林業現地授業実施委託業務

２．目的
町内学生を対象に林業事業者及び森林について知見を広め将来の職業選択
肢に林業従事者をはじめとする木材関連産業の職業が浮かぶことを目的に職
業体験の形で町内学生への授業を委託するもの。

３．対象生徒、学校
町内の町立中学校（内子、五十崎、大瀬、小田）４校（以下、「学校」とい
う。）の内、２年生が対象。

４．実施場所
各学校の各教室又は学校が指定する場所。

５．履行期間
契約日から令和８年６月３０日
授業日
小田中学校　　６月 ９日（火）
内子中学校　　６月11日（木）
五十崎中学校　６月16日（火）
大瀬中学校　　６月29日（月）

※授業日に１コマ50分の授業2コマ分（５時間目及び６時間目）を１回実
施する。準備及び授業内容については学校側と協議し柔軟に対応すること。

６．委託内容
「７．授業内容」にて後述する授業を委託する。想定する主要な業務は以下
のとおり。
（1） 授業に使用する教材の作成及びスタッフの確保。ただし、再委託する場合
は内子町内林業事業体及び同町内木材関連産業事業体に限る。
（２）授業内容を立案する。
（３）研修内容をまとめた資料を作成し、デジタル教材として学校へ配布する。
（４）授業当日に実施場所にて授業を行う。

７．授業内容
中学２年生を対象とした以下の内容を含む授業。なお、具体的な授業内容に
ついては契約締結後、協議の上決めるものとする。
（１コマ目）
・　林業における「川下」の概念を説明し、木材活用方法や木材利用の意義に
ついて学ぶ他、環境保護と持続可能な資源利用について議論し、具体的な取
り組み事例を紹介する。
・　選定企業が制作した教材を使用し、持続可能な林業がどのように行われて
いるかを示す。

（２コマ目）
・　木材などの森林資源を活用する体験を通じて、林業や木材関連産業の仕事
への関心をもつきっかけを提供する。なお、使用する森林資源は内子町産材
とする。

８．その他
（１）秘密保持について
[bookmark: _GoBack]受注者は本委託事業の実施に際し知り得た事項を他にもらしてはならな
い｡
（２）個人情報の保護
受注者は本委託事業にかかる個人情報の取扱いについては、内子町個人
情報保護条例を遵守しなければならない。
（３）その他
①　本仕様書に定めのない事項、その他不明な点等については、役場または
学校担当者の指示に従う事とする。
②　内子町内林業事業体及び同町内木材関連産業事業体を除き原則として、
受注者は本業務の全部、または一部を他の業者に再委託してはならない。
上記事業体の他に再委託が必要であると判断した場合は、発注者と協
　　　議するものとする。
③　本業務に関連して受注者側に発生した旅費・交通費、通信費、雑費その
他費用は受注者の負担となる。
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